
【コーポレート・ガバナンス体制図】 

  

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

【適時開示体制の概要】 

当社は、株主・投資家の当社に対する適正な理解と評価を促進し、お客様、株主、
従業員、さらにはサプライヤー等すべてのステークホルダーの方々に誇りをもってい
ただける企業になるために、従来から金融商品取引法等の法令および当社の有価証券
を上場している証券取引所の規則の遵守と当社の業務に関する重要な情報の適時開示
に取り組んでおります。  

財務情報に関しては経理財務戦略部に、経営関連の情報に関しては経営戦略部に情
報が集約されます。そして情報取扱責任者である総務部長を経て、取締役会または代
表取締役の決定により適時・適正な開示を行っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会社情報適時開示の流れ】 

情報を所管する各部門・関係会社 

各部門長 

取締役会 

総務部長 

提議 

代表取締役 

承認 

情報開示 

確認 

回答 

弁護士・公認会計士 

経理財務戦略部・経営戦略部 

または 



 

【取締役のスキル・マトリックス】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


